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Ⅰ．基準諮問会議の設置の経緯

　公益財団法人財務会計基準機構（以下
「FASF」という。）は、平成 13 年 7 月に設立
され（当時は、財団法人財務会計基準機構）、
FASF内に、我が国の企業会計の基準を開発す
る企業会計基準委員会（以下「ASBJ」とい
う。）とテーマ協議会が設置された。
　テーマ協議会の役割は、「テーマ協議会は、
ASBJが審議するテーマ及びその優先順位につ
いてASBJに提言する。（旧寄付行為第 44条）」
とされ、平成 13 年 11 月から平成 18 年 11 月ま
での間に計 12 回開催され、ASBJ に対して 5

回の提言がなされている（別紙1（17頁）参照）。
　また、平成 16 年 4 月には、ASBJの審議に広
範な関係者の意見が反映されるように、ASBJ
にアドバイザー制度が設けられた。アドバイ
ザーの役割は、「アドバイザーは、ASBJの審議
に有用な意見を表明するものとする。（旧寄付
行為第 40 条の 2）」とされ、平成 16 年 4 月から
平成 19 年 3 月までの間に計 11 名が就任した。
　その後、平成 19 年 5 月に、FASF 及び
ASBJの設立から 5 年経過したことを契機に、
FASF 及び ASBJ の運営の見直しが行われ、
テーマ協議会とアドバイザー制度が統合され、
FASF内に基準諮問会議が設置された。
　以下は、現在のFASFの組織図である。

基準諮問会議の活動

公益財団法人財務会計基準機構　企画・開示室長 渡
わた

部
べ

類
るい

（平成 27 年 6 月 5 日現在）＜FASFの組織図＞

監事
＜1名＞

【理事の選任、定款の変更】 【会計基準等の審議、開発】
評議員会

＜11 名（定員 15 名）＞
（任期 4年、再任可）

【委員等の選任、業務執行機関】
理事会

＜20 名（定員 20 名）＞
（任期 2年、再任可）

基準諮問会議
＜19 名（定員 20 名）＞
（任期 2年、3期再任可）

【委員会の審議・運営の検討】
その他の委員会

・委員推薦・評価委員会
・適正手続監督委員会
・業務推進委員会

事務局　総務室、企画・開示室
＜15 名＞

提言

選任選任

企業会計基準委員会
＜13 名（定員 15 名）＞
（任期 3年、3期再任可）

専門委員会

IFRSのエンドー
スメントに関す
る作業部会
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Ⅱ ．基準諮問会議の役割及び構
成等

1．基準諮問会議の役割
　基準諮問会議の役割は、FASF の定款によ
り、「基準諮問会議は、ASBJ の審議テーマ、
優先順位等、ASBJの審議・運営に関する事項
について審議し、その審議状況等について理事
会に報告する。（定款第 63 条第 1 項）」とされ
ている。
　具体的には、以下の役割を担っている。
・ASBJに対する新規テーマの提言
・ASBJの審議に関するアドバイス

2．基準諮問会議の構成等
　基準諮問会議の構成等は、FASFの定款によ
り以下のとおり定められている。

委員及び議長
の選任

・理事会が選任する。（定款第 64
条第 1項）

委員の定員 ・20 名（定款第 62 条）

委員の任期 ・2 年。3 期を限度として再任が
可能。（定款第 64 条第 3項）

開催頻度 ・原則として、年 3 回開催する。
（定款第 65 条第 1項）

会議の公開 ・原則として、公開する。（定款
第 65 条第 7項）

　基準諮問会議の委員は、会計基準の開発に相
当の知見を有する財務諸表の作成者、利用者、
監査人及び学識経験者から構成される。現在の
委員は、別紙 2（19 頁）のとおりである。

Ⅲ ．ASBJに対する新規テーマの
提言

1．ASBJに対する新規テーマの提言の意義
　ASBJは、我が国における企業会計の基準の
開発を担うが、ASBJにおける審議テーマの決

定は、将来的な会計基準の設定又は改正につな
がるため、市場関係者に重要な影響をもたらす
可能性がある。よって、審議テーマについて
は、広く市場関係者の意見を反映し、透明性を
もった手続で決定される必要がある。
　ASBJにおける新規テーマの選定は、最終的
には ASBJの承認によって決定されるが、そ
の透明性を高めるために、FASFは、定款にお
いて、基準諮問会議に ASBJが取り上げるべ
き新規テーマの提言を行う役割を付与してい
る。
　また、ASBJの会計基準開発に関する適正手
続（デュー・プロセス）は、FASFの理事会が
定める「企業会計基準等の開発に係る適正手続
に関する規則」（以下「適正手続規則」とい
う。）に定められるが、その中で、審議テーマ
の決定については、「ASBJは、定款第 63 条第
2 項の規定により、基準諮問会議から審議テー
マ又は優先順位等についての提言を受けた場
合、原則として、基準諮問会議の提言を尊重
し、審議テーマを決定する。（適正手続規則第
20 条第 1 項）」と定められ、ASBJの新規テー
マの選定は、基準諮問会議からの提言を尊重し
て行うことを中心としている。

2．ASBJに提言する新規テーマの選定プロセス
　基準諮問会議では、ASBJ に提言する新規
テーマの選定のプロセスを、別紙 3（20 頁）の
とおり定めている。以下、その内容を解説す
る。
　基準諮問会議に対する新規テーマの提案は、
団体、個人いずれも可能となっている。これま
で、監査人及び財務諸表の作成者からの提案が
多かったが、官庁からの提案も見られる。
　基準諮問会議の事務局は、各基準諮問会議の
1～2か月前に、基準諮問会議の委員及びASBJ
の実務対応専門委員会の専門委員に対して、新
たなテーマの有無を確認し、受領した提案を、
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「会計基準レベル」のものと「実務対応レベル」
のものに区分する。

⑴　「会計基準レベル」のテーマの提案
　基準諮問会議に提案された「会計基準レベ
ル」のテーマを基準諮問会議の事務局で分析、
検討を行うにあたり、そのサポートとなるよう
基準諮問会議の委員の中からテーマ担当委員が
数名（現在は 4名）選任されている。各基準諮
問会議の前に、基準諮問会議の事務局と当該
テーマ委員との間で、提案された「会計基準レ
ベル」のテーマについて、事前検討会が実施さ
れる。
　各基準諮問会議では、審議に先立ち、テーマ
を提案した委員から内容に関する説明（基準諮
問会議の委員からの提案の場合）が行われ、ま
た、テーマ担当委員との事前検討会の結果を、
基準諮問会議の事務局が報告を行う。
　審議の結果、コンセンサスが得られた場合は
ASBJに提言し、コンセンサスが得られなかっ
た場合には、「過去に審議を行ったが提言に至
らなかったテーマ」として記録されるか、次回
の基準諮問会議に繰越しを行う。

⑵　「実務対応レベル」のテーマの提案
　基準諮問会議に提案された「実務対応レベ
ル」のテーマについては、ASBJの実務対応専
門委員会に新規テーマの評価の依頼を行うかど
うかが、各基準諮問会議において検討される。
実務対応専門委員会は、実務の知見を有する財
務諸表の作成者、利用者、監査人で構成され、
テーマ評価にあたっては、基準諮問会議のテー
マ担当委員もオブザーバーとして参加する。
　テーマ評価のための実務対応専門委員会は、
非公開で行われ、基準諮問会議での検討に資す
るように、論点の整理及び実行可能性等が検討
され、実務対応専門委員会としてのテーマ評価
の結論が形成され、基準諮問会議に報告され

る。
　各基準諮問会議では、実務対応専門委員会の
評価結果を参考として審議を行い、「会計基準
レベル」のものと同様に、コンセンサスが得ら
れた場合は ASBJに提言し、コンセンサスが
得られなかった場合には、「過去に審議を行っ
たが提言に至らなかったテーマ」として記録さ
れるか、次回の基準諮問会議に繰越しを行う。

3．これまでの基準諮問会議におけるテーマ提
言に関する審議の状況

　「2．ASBJに提言する新規テーマの選定プロ
セス」の運用は、平成 24 年 7 月の基準諮問会
議より開始されており、基準諮問会議は、これ
まで計 28 件の提案を受けている。なお、「2．
ASBJに提言する新規テーマの選定プロセス」
の運用開始前には、4件の提案を受けている。
　それらの概略については、以下のとおりであ
る。

会計基準
レベル　

実務対応
レベル　

①　基準諮問
会議が受領
した提案の
件数

12 件
（財務諸表作成
者　3件）
（利用者　3件）
（監査人　4件）
（官庁　2件）

20 件
（財務諸表作成
者　3件）
（監査人 14件）
（官庁　3件）

②　 ① の う
ち、基準諮
問会議から
ASBJ に提
言を行った
件数

2件 11 件

③　 ② の う
ち、ASBJ
が新規テー
マの決定を
行ったもの

2件 11 件

　基準諮問会議の設置以来のテーマ提案の詳細
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な内容（提案の内容、提案者、開催回、実務対
応専門委員会の評価結果、基準諮問会議の審議
結果、ASBJにおける審議）は、別紙4（21頁）
に記載している。

Ⅳ ．ASBJの審議に関するアドバ
イス

　ASBJに対する新規テーマの提言と並んで基
準諮問会議の重要な役割として、ASBJの審議
に関するアドバイスがある。
　ASBJにおける基準開発の結果は、市場関係
者に重要な影響を与えるため、ASBJの審議に
ついては、透明性が確保され、広く市場関係者
の意見が取り入れられる必要がある。ASBJで
は、様々な適正手続（デュー・プロセス）を経
て会計基準の公表を行うが、その適正手続の中
でも、特に重要と考えられるのが、公開草案の
公表と基準諮問会議の委員からのアドバイスで
あると考えられる。
　基準諮問会議の委員は、会計基準の開発に相
当の知見を有する財務諸表の作成者、利用者、
監査人及び学識経験者から構成されており、基
準諮問会議の委員のアドバイスは、ASBJの基
準開発上、重要なアドバイスとなり、ASBJ
は、これらのアドバイスを十分に斟酌して基準
開発を行うこととなる。
　基準諮問会議には、ASBJの委員長等がオブ
ザーバーとして出席し、日本基準の開発の状
況、国際対応の状況等を説明し、基準諮問会議
の委員のアドバイスを受ける。
　最近の基準諮問会議において、ASBJから基
準諮問会議の委員に特に意見を求めた項目は、
以下のとおりである。

開催回 開催日
ASBJ から基準諮問会議
の委員の意見が求められ
た項目

第 20 回 平成 26 年
3 月 18 日

・国際的な意見発信に関
する状況
・IFRS のエンドースメ
ントに関する作業部会
の審議状況

第 21 回 平成 26 年
7 月 10 日

・税効果会計の指針に関
する見直し
・IFRS のエンドースメ
ントに関する作業部会
の審議状況

第 22 回 平成 26 年
11月19 日

・税効果会計の指針に関
する見直し
・修正国際基準（国際会
計基準と企業会計基準
委員会による修正会計
基準によって構成され
る会計基準）の公開草
案

第 23 回 平成 27 年
3 月 18 日

・収益認識基準の開発に
向けた検討の着手
・税効果会計の指針に関
する見直し
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（別紙 1　テーマ協議会によるASBJ への提言）

開催回 提言した日 ASBJ に対する提言の内容 ASBJ により公表された主な会計基準等

第 1回 平成 13 年
11 月 12 日

・短期的なテーマ案
（レベル 1の項目）
1．平成 13 年商法改正に伴う自己
株式の取得、処分等に関する会計
処理
2．連結納税制度の導入に伴う会計
上の取り扱い
3．退職給付制度に関する会計上の
取り扱い
4．減損会計に関する実務指針
5．固定資産会計（減損会計除く）
6．ストック・オプションの会計処
理
7．企業結合会計に関する実務指針
8．リース取引の会計処理
（レベル 2の項目）
1．棚卸資産の会計処理
2．ワラント債及び転換社債の会計
処理
3．事業の種類別セグメントの区分
方法
4．金融商品会計関係

（他の法制度との調整等が必要な
テーマ案）
1．ゴーイング・コンサーンの開示
基準
2．株主持分変動計算書

・中長期的なテーマ案
（レベル 1の項目）
1．業績の測定と報告、開示様式
（収益の認識及び測定を含む）
2．基本概念の整理
3．会計基準の棚卸
（レベル 2の項目）
1．リース取引の会計処理
2．金融商品会計関係
3．引当金の会計処理
4．無形固定資産の会計処理
5．中間財務諸表と年度財務諸表の
首尾一貫性
6．「企業会計原則」の整備

　（名称、日付は、当初制定時のもの）
・企業会計基準第 1号「自己株式及び法
定準備金の取崩等に関する会計基準」
及び企業会計基準適用指針第 2号「自
己株式及び法定準備金の取崩等に関す
る会計基準適用指針」（平成 14 年 2 月
21 日）
・実務対応報告第 5号「連結納税制度を
適用する場合の税効果会計に関する当
面の取扱い（その 1）」（平成 14 年 10
月 9 日）
・実務対応報告第 7号「連結納税制度を
適用する場合の税効果会計に関する当
面の取扱い（その 2）」（平成 15 年 2
月 6 日）
・企業会計基準適用指針第 1号「退職給
付制度間の移行等に関する会計処理」
（平成 14 年 1 月 31 日）
・企業会計基準適用指針第 6号「固定資
産の減損に係る会計基準の適用指針」
（平成 15 年 10 月 31 日）
・企業会計基準第 8号「ストック・オプ
ション等に関する会計基準」及び企業
会計基準適用指針第 11 号「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準の
適用指針」（平成 17 年 12 月 27 日）
・企業会計基準適用指針第 10 号「企業
結合会計基準及び事業分離等会計基準
に関する適用指針」（平成 17 年 12 月
27 日）
・企業会計基準第 13 号「リース取引に
関する会計基準」及び企業会計基準適
用指針第 16 号「リース取引に関する
会計基準の適用指針」（平成 19 年 3 月
30 日）
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7 ．「原価計算基準」の整備
8．非監査企業の会計基準適用の実
態

（他の法制度との調整等が必要な
テーマ案）
1．過年度財務諸表の遡及修正
2．四半期決算
3．商法計算書類規則と財務諸表等
規則との関係の整理
4．業種別会計基準
※ レベル 1は、比較的優先順位の高
いグループに属する項目であり、
レベル 2は、それ以外のグループ
に属する項目である。

第 5回 平成 15 年
4 月 17 日

・固定資産の減損会計に係る強制適用
時期の延期
・長期保有の有価証券の時価評価及び
強制評価減の見直し

・「有価証券の時価評価・強制評価減及
び固定資産の減損会計の適用に関する
緊急検討の審議結果について」（平成
15 年 6 月 13 日）

第 6回 平成 15 年
8 月 19 日

・役員賞与の会計処理 ・実務対応報告第 13 号「役員賞与の会
計処理に関する当面の取扱い」（平成
16 年 3 月 9 日）

第 9回 平成 17 年
3 月 29 日

・情報サービス産業に関わる収益認識
の認識及び測定

・実務対応報告第 17 号「ソフトウェア
取引の収益の会計処理に関する実務上
の取扱い」（平成 18 年 3 月 30 日）

第 10 回 平成 17 年
12 月 20 日

・特別目的会社を利用した取引に係る
会計基準等の整備

・企業会計基準適用指針第 15 号「一定
の特別目的会社に係る開示に関する適
用指針」（平成 19 年 3 月 29 日）



2015.6　vol.49　季刊 会計基準　19

特集　基準諮問会議の活動

（平成 27 年 6 月 5 日現在、敬称略）

（議　長）
野 崎　邦 夫 住友化学（株）　代表取締役専務執行役員

（副議長）
鈴 木　昌 治 有限責任監査法人トーマツ　パートナー

（委　員）
引 頭　麻 実 （株）大和総研　常務執行役員　調査本部　副本部長
内 田　浩 示 一般社団法人全国銀行協会　金融調査部長
小倉　加奈子 有限責任あずさ監査法人　パートナー
加 藤　達 也 あらた監査法人　パートナー
加藤　勇一郎 東レ（株）　総務・法務部門　渉外企画室　担当部長
岸 上　恵 子 新日本有限責任監査法人　シニアパートナー
北 村　　 巧 野村ホールディングス（株）　Deputy CFO
熊 谷　五 郎 みずほ証券（株）　企画グループ　経営調査部　上級研究員
逆 瀬　重 郎 （株）日立製作所　財務統括本部顧問
庄 子　　 浩 第一生命保険（株）　執行役員　主計部長
鈴 木　一 水 神戸大学大学院経営学研究科　教授
服 部　進 睦 住友商事（株）　総合経理部長
花 田　秀 則 損保ジャパン日本興亜ホールディングス（株）　理事経理部長
廣 井　孝 史 日本電信電話（株）財務部門長
安 井　良 太 （株）東京証券取引所　上場部長
吉 冨　純 高 パナソニック（株）　経理・財務部　会計・業績管理室長
米 山　正 樹 東京大学大学院経済学研究科　教授

（別紙 2　基準諮問会議の委員）
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テーマの提案

会計基準レベルのテーマ

基準諮問会議のテーマ担当委員
による事前検討会

基準諮問会議の手順

ASBJ へテーマ提言

実務対応レベルのテーマ

団体、個人からのテーマの提案の受付　※1
＜基準諮問会議　事務局＞

会計基準レベルのテーマ、実務対応レベルのテーマに区分＜基準諮問会議　事務局＞

コンセンサスありのテーマ コンセンサスなしのテーマ

基準諮問会議委員全委員による審議　※2
　テーマを提案した委員等からの説明
　事前検討会の結果報告

実務対応専門委員会
（ASBJ）でテーマを
評価
　論点の整理
　実行可能性　等
＜基準諮問会議の
テーマ担当委員（オ
ブザーバー）＞

過去に審議を行ったが
提言に至らなかった
テーマ
次回へ繰越し

※1 　各基準諮問会議の 1～2か月前に、基準諮問会議の委員及び実務対応専門委員会の専門委員に対して、
新たなテーマの有無が確認される。

※2 　緊急性のあるテーマについては、メールベースで検討が行われる場合もある。
（注） 　上記の他、ASBJでは、緊急性の高い案件（例：税制改正対応等）等について、独自にテーマを選

定することも可能となっている。

（別紙 3　ASBJ に提言する新規テーマの選定プロセス）
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特集　基準諮問会議の活動

テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

1
新
た
な
自
社
株
式
保
有
ス
キ
ー
ム
に
か
か
る
会
計
処
理
（
☆
）

金
融
庁

（
第
4
回
、

平
成
20
年

7月
31
日
）

　
実
務
対
応
専
門
委
員
会

に
評
価
を
依
頼
す
る
仕
組

み
の
導
入
前
で
あ
る
た

め
、
該
当
な
し
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
5
回
、
平
成
20
年

11
月
4
日
）

　「
連
結
財
務
諸
表
に
お

け
る
特
別
目
的
会
社
の
取

扱
い
等
に
関
す
る
論
点
の

整
理
」（
平
成
21
年
2
月

6
日
公
表
）
に
お
い
て
、

取
扱
い
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。

（
提
案
理
由
）

　
近
時
、
中
間
法
人
や
信
託
等
の
ビ
ー
ク
ル
を
利
用
し
、
企
業
か

ら
の
拠
出
金
や
金
融
機
関
等
か
ら
の
借
入
等
を
用
い
て
、
将
来
、

従
業
員
に
付
与
す
る
株
式
を
一
括
取
得
し
、
当
該
株
式
を
一
定
期

間
保
有
し
た
あ
と
に
従
業
員
に
付
与
す
る
と
い
っ
た
新
た
な
自
社

株
式
保
有
ス
キ
ー
ム
が
導
入
さ
れ
始
め
て
い
る
。
現
在
、
件
数
は

少
な
い
も
の
の
、
既
に
同
ス
キ
ー
ム
を
導
入
済
の
企
業
に
お
い
て

会
計
処
理
に
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
、
ま
た
、
同
様
の
ス
キ
ー
ム
の
導

入
を
検
討
し
て
い
る
企
業
も
複
数
あ
る
と
い
っ
た
状
況
を
勘
案
す

る
と
、
海
外
の
会
計
基
準
と
の
整
合
性
も
考
慮
し
、
必
要
と
思
わ

れ
る
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

2
電
子
記
録
債
権
に
か
か
る
会
計
処
理
（
☆
）

作
成
者

（
第
5
回
、

平
成
20
年

11
月
4日
）

　
同
上
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
5
回
、
平
成
20
年

11
月
4
日
）

　
実
務
対
応
報
告
第
27

号
「
電
子
記
録
債
権
に
係

る
会
計
処
理
及
び
表
示
に

つ
い
て
の
実
務
上
の
取
扱

い
」
が
平
成
21
年
4
月

9
日
に
公
表
さ
れ
て
い

る
。

（
提
案
理
由
）

　
平
成
19
年
6
月
に
公
布
さ
れ
た
「
電
子
記
録
債
権
法
」
は
、

平
成
19
年
12
月
1
日
に
施
行
予
定
で
あ
る
が
、
同
制
度
は
、
そ

の
取
引
の
安
全
性
を
確
保
し
事
業
者
の
資
金
調
達
の
円
滑
化
等
を

図
る
観
点
か
ら
、
従
来
の
指
名
債
権
や
手
形
債
権
と
は
異
な
る
新

し
い
債
権
の
類
型
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
新
制
度
の
導
入
に
際
し
て
、
そ
の
施
行
時
期
が
迫
っ
て

い
る
こ
と
も
あ
り
、
会
計
処
理
上
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
そ

の
取
扱
い
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

3
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
の
改
正
に
つ
い
て
（
◎
）

金
融
庁

（
第
10
回
、

平
成
22
年

8
月
2
日
）

　
同
上
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
10
回
、
平
成
22
年

8
月
2
日
）

　
改
正
企
業
会
計
基
準
第

12
号
「
四
半
期
財
務
諸

表
に
関
す
る
会
計
基
準
」

及
び
改
正
企
業
会
計
基
準

適
用
指
針
第
14
号

「
四
半
期
財
務
諸
表
に
関

す
る
会
計
基
準
の
適
用
指

針
」
が
平
成
23
年
3
月

25
日
に
公
表
さ
れ
て
い

（
提
案
理
由
）

　
昨
今
、
欧
州
を
は
じ
め
と
す
る
諸
外
国
と
比
較
し
て
開
示
書
類

の
作
成
負
担
が
過
重
な
た
め
、
四
半
期
報
告
書
の
大
幅
な
簡
素
化

を
求
め
る
指
摘
が
作
成
者
等
か
ら
あ
り
、
ま
た
、
平
成
22
年
6

月
18
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
新
成
長
戦
略
」
に
お
い
て
も
、

我
が
国
企
業
・
産
業
の
成
長
を
支
え
る
金
融
等
の
観
点
か
ら
、

「
四
半
期
報
告
の
大
幅
な
簡
素
化
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
20
10
年
度

（
別
紙
4　
テ
ー
マ
提
案
一
覧
）
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

中
に
所
要
の
改
革
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま

え
、「
四
半
期
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
」
及
び
「
四
半
期

財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」
を
見
直
す
こ
と
が

適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

る
。

4
後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準
等
の
策
定
に
つ
い
て
（
◎
）

金
融
庁

（
第
10
回
、

平
成
22
年

8
月
2
日
）

　
同
上
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
10
回
、
平
成
22
年

8
月
2
日
）

　
企
業
会
計
基
準
委
員
会

に
お
い
て
5
回
審
議
が
な

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
検

討
は
中
断
さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
我
が
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
後
発
事
象
」
に
関
し
て
会
計
基
準

が
な
く
、
監
査
の
基
準
や
実
務
指
針
等
に
お
い
て
、
定
義
や
取
扱

い
な
ど
が
規
定
さ
れ
実
務
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
国
際
会
計
基
準

や
米
国
会
計
基
準
に
は
、「
後
発
事
象
」
に
関
す
る
会
計
基
準

（
IA
S
第
10
号
、
T
op
ic
85
5）
が
あ
る
。
ま
た
、「
監
査
基
準
の

改
定
に
関
す
る
意
見
書
」
を
検
討
す
る
際
に
、
日
本
公
認
会
計
士

協
会
等
の
関
係
者
か
ら
、「
後
発
事
象
」
に
関
す
る
会
計
基
準
の

策
定
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
後
発
事

象
の
考
え
方
を
整
理
し
た
上
で
、
国
際
会
計
基
準
等
と
同
様
に
、

後
発
事
象
の
定
義
、
会
計
処
理
、
開
示
等
を
規
定
す
る
会
計
基
準

等
を
策
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5
自
己
株
式
を
利
用
し
た
株
式
給
付
信
託
に
つ
い
て
（
☆
）

監
査
人

（
第
15
回
、

平
成
24
年

7月
11
日
）

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
し
て
基
準
諮
問
会
議
か

ら
提
言
す
る
こ
と
が
相
当

で
あ
る
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
16
回
、
平
成
24
年

11
月
8
日
）

　
実
務
対
応
報
告
第
30

号
「
従
業
員
等
に
信
託
を

通
じ
て
自
社
の
株
式
を
交

付
す
る
取
引
に
関
す
る
実

務
上
の
取
扱
い
」
が
平
成

25
年
12
月
25
日
に
公

表
さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
自
己
株
式
を
利
用
し
た
株
式
給
付
信
託
に
は
、
大
き
く
「
従
業

員
持
株
会
型
」
と
「
退
職
給
付
型
」
の
2
種
類
が
あ
る
が
、
様
々

な
商
品
が
提
案
さ
れ
て
お
り
、
現
行
実
務
上
、
会
計
処
理
に
ば
ら

つ
き
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
会
社
法
と
の
関
係

も
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ど
の
よ

う
な
会
計
処
理
及
び
表
示
が
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
考
え
方

を
整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

6
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性
（
JI
CP
A
監
査
委
員
会
報
告
第
66

号
関
連
）（
☆
）

作
成
者

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

＜
A
SB

J
に
よ
る
「
繰
延

税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

の
会
計
処
理
に
関
す
る
調

査
」
の
報
告
＞

　
監
査
委
員
会
報
告
第

66
号
の
会
計
処
理
に
関

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
19
回
、
平
成
25
年

11
月
20
日
）

　
企
業
会
計
基
準
適
用
指

針
公
開
草
案
第
54
号

「
繰
延
税
金
資
産
の
回
収

可
能
性
に
関
す
る
適
用
指

針
（
案
）」
が
平
成
27
年

5
月
26
日
に
公
表
さ
れ

（
提
案
理
由
）

　
監
査
委
員
会
報
告
第
66
号
「
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性

の
判
断
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱
い
」
は
2
度
に
わ
た
る
税
制
改
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特集　基準諮問会議の活動

テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

正
に
よ
っ
て
繰
越
欠
損
金
の
繰
越
期
間
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
対

応
し
た
見
直
し
が
で
き
て
い
な
い
。
最
新
の
繰
越
期
間
を
前
提
と

し
た
規
定
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
日
本
公
認

会
計
士
協
会
か
ら
A
SB

J
に
移
管
し
、
最
新
の
繰
越
期
間
（
9年
）

を
前
提
と
し
た
内
容
に
改
定
し
た
実
務
対
応
報
告
を
開
発
す
べ
き

で
あ
る
。

す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

基
準
諮
問
会
議
に
お
け
る

議
論
及
び
A
SB

J
が
行
っ

た
本
報
告
を
踏
ま
え
、

A
SB

J
に
移
管
す
べ
く
審

議
を
行
う
こ
と
が
適
切
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

税
効
果
関
係
の
実
務
指
針

で
あ
る
会
計
制
度
委
員
会

の
実
務
指
針
、
監
査
・
保

証
実
務
委
員
会
の
実
務
指

針
双
方
に
つ
い
て
審
議
を

行
う
こ
と
が
適
切
と
考
え

ら
れ
る
。

て
い
る
。

7
契
約
に
含
ま
れ
る
リ
ー
ス
取
引
（
☆
）

作
成
者

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
将
来
的
な
検
討
課
題
に

な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は

認
識
し
つ
つ
、
新
規
の

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ

る
に
は
至
ら
な
い
と
判
断

す
る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
IF
RS
や
米
国
会
計
基
準
で
は
、
契
約
が
リ
ー
ス
契
約
で
な
く

て
も
実
質
的
に
リ
ー
ス
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
契
約
に
関
す
る
指

針
が
あ
る
。
リ
ー
ス
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
（
実
質
リ
ー

ス
に
該
当
す
る
か
否
か
）
の
要
件
、
要
件
を
満
た
し
た
場
合
の
会

計
処
理
に
つ
い
て
、
検
討
対
象
と
し
て
は
ど
う
か
。

8
早
期
割
増
退
職
金
の
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

＜
A
SB

J
に
よ
る
「
リ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
関

連
す
る
会
計
処
理
の
調

査
・
検
討
」
の
報
告
＞

　
早
期
割
増
退
職
金
の
会

計
処
理
の
整
理
を
行
っ
た

場
合
、
引
当
金
に
関
す
る

一
般
的
な
原
則
に
関
わ
る

議
論
に
及
ぶ
こ
と
が
考
え

ら
れ
、
新
規
テ
ー
マ
と
し

て
取
り
上
げ
た
場
合
、
基

準
開
発
が
円
滑
に
行
わ
れ

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
21
回
、
平
成
26
年

7
月
10
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
早
期
割
増
退
職
金
に
つ
い
て
は
、「
退
職
給
付
に
関
す
る
会
計

基
準
の
適
用
指
針
」
第
10
項
（
旧
「
退
職
給
付
に
関
す
る
Q
＆

A
」
Q
18
）
に
お
い
て
、「
従
業
員
が
早
期
退
職
金
制
度
に
応
募

し
、
か
つ
、
当
該
金
額
が
合
理
的
に
見
積
ら
れ
る
時
点
で
費
用
処

理
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
現
状
に
お
い
て
、
こ
の
判
断

を
ど
の
時
点
（
例
：
期
末
日
時
点
、
会
社
法
監
査
報
告
書
日
時

点
）
で
行
う
べ
き
か
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
明
確
化
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



24　2015.6　vol.49　季刊 会計基準

テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

な
い
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

9
種
類
株
式
の
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
将
来
的
な
検
討
課
題
に

な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は

認
識
し
つ
つ
、
新
規
の

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ

る
に
は
至
ら
な
い
と
判
断

す
る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

①
　
会
社
が
発
行
し
外
部
株
主
が
保
有
す
る
優
先
株
式
の
会
計
処

理
に
つ
い
て
、
当
該
優
先
株
式
を
親
会
社
が
追
加
取
得
し
た
場

合
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
会
計
基
準
上
不
明
確
で
あ
る
。

②
　
子
会
社
・
関
連
会
社
が
発
行
す
る
種
類
株
式
の
設
計
（
議
決

権
有
無
、
配
当
優
先
権
、
残
余
財
産
分
配
権
な
ど
）
は
多
様
化

さ
れ
て
お
り
、
当
該
会
社
の
連
結
上
の
取
得
時
の
処
理
、
そ
の

後
の
持
分
の
取
り
込
み
、
少
数
株
主
持
分
へ
の
振
替
の
処
理
な

ど
を
整
理
す
べ
き
と
考
え
る
。

10
現
物
分
配
の
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
将
来
的
な
検
討
課
題
に

な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は

認
識
し
つ
つ
、
新
規
の

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ

る
に
は
至
ら
な
い
と
判
断

す
る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
会
社
法
第
45
4
条
第
1
項
第
1
号
に
よ
り
現
物
分
配
を
実
施
で

き
る
こ
と
が
明
確
に
な
り
、
事
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
が
、
子
会
社
か
ら
孫
会
社
株
式
が
親
会
社
に
現
物
分
配

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
、
親
会
社
（
現
物
分
配
の
受
取
側
）
の
会

計
処
理
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
。

11
実
務
対
応
報
告
第
18
号
の
見
直
し
（
☆
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
新
た
に
検
討
を
加
え
る

べ
き
日
本
基
準
と
IF
RS

の
差
異
が
生
じ
て
お
り
、

A
SB

J
の
新
規
の
テ
ー
マ

と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
と
判
断
す
る
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

　
改
正
実
務
対
応
報
告
第

18
号
「
連
結
財
務
諸
表

作
成
に
お
け
る
在
外
子
会

社
の
会
計
処
理
に
関
す
る

当
面
の
取
扱
い
」
が
平
成

27
年
3
月
26
日
に
公
表

さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
実
務
対
応
報
告
第
18
号
「
連
結
財
務
諸
表
作
成
に
お
け
る
在

外
子
会
社
の
会
計
処
理
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」
が
公
表
さ
れ

て
か
ら
6
年
、
適
用
さ
れ
て
か
ら
4
年
が
経
過
す
る
が
、
そ
の
間

に
米
国
会
計
基
準
や
IF
RS
が
い
く
つ
か
改
正
さ
れ
て
お
り
、
日

本
基
準
と
の
差
異
（
日
本
基
準
に
共
通
す
る
考
え
方
と
乖
離
す
る

も
の
）
が
新
た
に
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
い

わ
ゆ
る
修
正
5
項
目
以
外
に
修
正
を
要
す
る
項
目
が
な
い
か
ど
う

か
、
実
務
対
応
報
告
第
18
号
の
見
直
し
が
必
要
か
ど
う
か
を
検

討
し
て
は
ど
う
か
。
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

12
連
結
納
税
制
度
と
企
業
結
合
に
関
す
る
税
効
果
会
計
（
☆
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
基
準
間
の
取
扱
い
の
差

異
を
整
理
す
る
た
め
に
、

A
SB

J
の
新
規
の
テ
ー
マ

と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
と
判
断
す
る
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

　
今
後
、
審
議
を
行
う
予

定
と
さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
連
結
納
税
制
度
を
適
用
す
る
場
合
、
新
規
適
用
・
加
入
・
離
脱

の
際
に
、
各
々
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
、
実
行
さ
れ
る
可
能
性
が

高
い
と
さ
れ
た
時
点
等
よ
り
、
繰
延
税
金
資
産
の
回
収
可
能
性
の

判
断
に
際
し
、
そ
の
適
用
・
加
入
・
離
脱
の
影
響
を
反
映
す
る
」

と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
企
業
会
計
で
は
、
取
得
企
業
の
税
効
果

会
計
の
取
扱
い
と
し
て
、
企
業
結
合
に
よ
る
影
響
が
企
業
結
合
年

度
よ
り
反
映
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
連
結
納
税
制
度
を
適
用
す
る

場
合
の
税
効
果
と
企
業
結
合
会
計
の
税
効
果
の
整
合
性
を
図
る
べ

き
で
あ
る
。

13
無
形
資
産
の
包
括
的
な
会
計
基
準
に
つ
い
て
（
◎
）

利
用
者

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
会
計
基
準
レ
ベ
ル
の

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
該
当

な
し
。

　
A
SB

J
で
審
議
中
の

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、

A
SB

J
へ
ア
ド
バ
イ
ス
と

し
て
取
り
扱
う
。

（
第
16
回
、
平
成
24
年

11
月
8
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
現
在
の
日
本
の
会
計
基
準
に
お
い
て
は
、
包
括
的
な
無
形
資
産

の
会
計
基
準
が
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
例
え
ば
企
業
結
合

時
の
無
形
資
産
の
識
別
可
能
資
産
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て
「
分
離
し
て
譲
渡
可
能
」
と
い
う
制
約
が
あ
り
、
識
別
で
き

る
無
形
資
産
の
す
べ
て
が
計
上
可
能
か
ど
う
か
不
透
明
で
あ
る
。

結
果
的
に
は
識
別
可
能
資
産
が
過
少
に
な
り
、
買
収
価
額
と
の
差

額
で
あ
る
「
の
れ
ん
」
が
多
額
に
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の
た
め
、
無
形
資
産
の
包
括
的
な
会
計
基
準
を
作
成
し
、
企
業
結

合
時
も
含
め
た
識
別
可
能
資
産
の
範
囲
及
び
条
件
に
つ
い
て
の
定

義
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。

14
無
形
資
産
（
◎
）

作
成
者

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
同
上
。

　
同
上
。

（
第
16
回
、
平
成
24
年

11
月
8
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
大
型
の
M
＆
A
案
件
が
増
え
て
き
て
お
り
、
当
該
案
件
の
中

に
は
無
形
の
資
産
価
値
に
着
目
し
て
買
収
を
行
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
デ
ュ
ー
デ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
際
に
は
、
無
形
の
資
産
価
値

か
ら
生
ず
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
織
り
込
ん
で
買
収
価
格
を
決

定
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
関
す
る
会
計
基
準
が
必
要

と
考
え
る
。
個
々
の
無
形
資
産
に
つ
い
て
の
指
針
で
は
な
く
、
認

識
・
測
定
に
係
る
包
括
的
な
無
形
資
産
の
会
計
基
準
の
開
発
を
提
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

案
す
る
。

15
比
較
情
報
（
◎
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
同
上
。

　
特
段
の
個
別
の
論
点
は

生
じ
て
い
な
い
た
め
、
過

去
に
審
議
を
行
っ
た
が
提

言
に
至
ら
な
か
っ
た
テ
ー

マ
と
す
る
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
現
状
に
お
い
て
は
、「
財
務
諸
表
等
規
則
」
等
に
お
い
て
比
較

情
報
の
取
扱
い
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
日
本
公
認
会

計
士
協
会
か
ら
日
本
公
認
会
計
士
協
会
の
会
員
の
業
務
の
参
考
に

資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
比
較
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
研

究
報
告
（
中
間
報
告
）」
が
公
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
会
計
基

準
と
し
て
定
め
が
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
国
際
的
な
会
計
基
準

と
同
様
な
会
計
基
準
の
開
発
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

16
金
融
商
品
の
消
滅
の
認
識
（
◎
）

監
査
人

（
第
16
回
、

平
成
24
年

11
月
8日
）

　
同
上
。

　
A
SB

J
に
お
い
て
検
討

の
対
象
に
含
め
て
い
る

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、
過

去
に
審
議
を
行
っ
た
が
提

言
に
至
ら
な
か
っ
た
テ
ー

マ
と
す
る
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
金
融
商
品
会
計
基
準
で
は
、
財
務
構
成
要
素
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ

り
金
融
商
品
の
消
滅
の
認
識
を
行
っ
て
い
る
（
第
57
項
）
が
、

IF
RS
及
び
米
国
会
計
基
準
と
も
現
在
で
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
な
い
。
特
に
債
権
流
動
化
に
よ
り
優
先
劣

後
に
分
け
て
優
先
部
分
を
譲
渡
し
消
滅
認
識
す
る
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
会
計
基
準
と
大
き
な
差
異
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
金
融
商
品
の
消
滅
認
識
方
法
を
見
直

し
、
米
国
会
計
基
準
又
は
IF
RS
と
同
等
の
基
準
と
す
べ
き
で
あ

る
。

17
ポ
イ
ン
ト
引
当
金
（
☆
）

監
査
人

（
第
17
回
、

平
成
25
年

3月
11
日
）

　
将
来
的
に
検
討
課
題
と

な
る
こ
と
は
認
識
し
つ

つ
、
A
SB

J
の
新
規
テ
ー

マ
と
し
て
取
り
上
げ
な
い

旨
を
提
案
し
て
は
ど
う

か
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
18
回
、
平
成
25
年

7
月
16
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
我
が
国
に
お
い
て
は
、
小
売
、
通
信
、
航
空
、
サ
ー
ビ
ス
等
の

業
種
に
お
い
て
、
企
業
の
販
売
促
進
の
手
段
の
1
つ
と
し
て
ポ
イ

ン
ト
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
制
度

の
普
及
に
伴
い
、
利
用
実
績
等
の
デ
ー
タ
が
整
備
さ
れ
、
か
つ
重

要
性
が
高
ま
っ
て
き
た
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
引
当
金
を
計
上
す
る
会

社
が
増
加
し
て
き
た
が
、
企
業
会
計
原
則
注
解
【
注
18
】
に
照

ら
し
て
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
務
に
お
い
て

ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
点
を
明
確
に
し
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

て
い
た
だ
き
た
い
。

・
 企
業
が
顧
客
に
付
与
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
将
来
の
商
品
又
は
サ
ー

ビ
ス
と
の
交
換
に
つ
い
て
は
、
顧
客
へ
の
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス

の
販
売
促
進
に
資
す
る
別
個
の
取
引
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う

考
え
方
と
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
付
与
す
る
元
と
な
っ
た
当
初
売

上
取
引
の
構
成
要
素
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
考
え
方
が
適
切
か
。

・
 将
来
、
ポ
イ
ン
ト
と
交
換
さ
れ
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
に
備
え

て
引
当
金
を
認
識
す
る
場
合
、
引
当
金
は
、
売
価
又
は
原
価
の

い
ず
れ
を
基
礎
に
測
定
す
べ
き
か
。

18
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
関
連
す
る
引
当
金
（
☆
）

監
査
人

（
第
17
回
、

平
成
25
年

3月
11
日
）

＜
A
SB

J
に
よ
る
「
リ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
に
関

連
す
る
会
計
処
理
の
調

査
・
検
討
」
の
報
告
＞

　
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン

グ
に
関
連
す
る
引
当
金

は
、
IF
RS
と
の
コ
ン

バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
念
頭
に

行
う
こ
と
と
な
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
現
時
点
で

は
、
IA
SB
が
概
念
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
見
直
し

に
関
す
る
議
論
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た

め
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス

を
念
頭
に
お
い
た
基
準
の

開
発
は
適
切
で
は
な
い
可

能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
新
規
テ
ー
マ
と
し
て

取
り
上
げ
た
場
合
、
基
準

開
発
が
円
滑
に
行
わ
れ
な

い
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
21
回
、
平
成
26
年

7
月
10
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
（
事
業
の
再
構
築
）
等
の
手
段
と
し

て
、
①
事
業
の
整
理
（
譲
渡
、
統
合
、
撤
退
等
）
や
子
会
社
等
の

整
理
（
売
却
、
清
算
等
）、
②
事
業
所
の
統
廃
合
、
工
場
の
閉
鎖

及
び
縮
小
、
不
採
算
店
舗
の
閉
鎖
、
③
従
業
員
の
配
置
転
換
、
子

会
社
等
へ
の
転
籍
、
希
望
退
職
者
の
募
集
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
等
と
い
う
目
的
に

関
連
付
け
て
、
様
々
な
名
称
で
引
当
金
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

企
業
会
計
原
則
注
解
【
注
18
】
に
照
ら
し
て
会
計
処
理
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
務
に
お
い
て
ば
ら
つ
き
が
生
じ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
等
の
計
画
の
決
定
・
公

表
・
実
施
の
ど
の
時
点
で
引
当
金
を
認
識
す
べ
き
か
等
に
つ
い

て
、
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

19
連
結
範
囲
の
見
直
し
に
つ
い
て
（
投
資
先
の
公
正
価
値
評
価
の
引
継

ぎ
）（
◎
）

利
用
者

（
第
17
回
、

平
成
25
年

3月
11
日
）

　
会
計
基
準
レ
ベ
ル
の

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
該
当

な
し
。

　
A
SB

J
で
審
議
中
の
内

容
で
あ
り
、
A
SB

J
の
審

議
の
参
考
と
し
て
取
り
扱

う
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
IF
RS
第
10
号
に
お
い
て
は
、
投
資
企
業
は
、
投
資
先
を
連
結

せ
ず
に
公
正
価
値
で
測
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
非
投
資

企
業
親
会
社
（
例
え
ば
保
険
会
社
）
が
投
資
企
業
子
会
社
の
公
正

価
値
会
計
（
支
配
し
て
い
る
投
資
先
の
公
正
価
値
評
価
）
を
引
き

継
ぐ
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
仮
に
、
非
投
資
企
業
親
会
社

が
投
資
企
業
子
会
社
を
通
じ
て
支
配
し
て
い
る
投
資
先
を
す
べ
て

連
結
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
場
合
、
非
投
資
企
業
親
会
社
の
投
資

企
業
子
会
社
は
、
公
正
価
値
会
計
の
財
務
諸
表
と
、
連
結
・
公
正

価
値
会
計
が
混
在
す
る
財
務
諸
表
の
2
つ
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
ケ
ー
ス
が
多
数
発
生
し
、
作
成
者
の
事
務
負
担
は
非

常
に
大
き
く
な
る
。

20
連
結
財
務
諸
表
に
関
す
る
会
計
基
準
（
子
会
社
及
び
関
連
会
社
の
範

囲
の
決
定
）（
◎
）

作
成
者

（
第
17
回
、

平
成
25
年

3月
11
日
）

　
同
上
。

　
同
上
。

（
第
17
回
、
平
成
25
年

3
月
11
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
グ
ロ
ー
バ
ル
展
開
を
進
め
る
企
業
に
お
い
て
、
例
え
ば
IF
RS

適
用
海
外
企
業
と
の

JV
が
子
会
社
に
該
当
す
る
か
否
か
に
関
し

て
、
日
本
基
準
に
お
け
る
判
定
基
準
と
IF
RS
に
お
け
る
判
定
基

準
が
異
な
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
く
、
特
段
の
支
障
が
な
い
限
り

は
同
一
の
判
定
基
準
で
あ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
基
準
と

IF
RS
の
差
異
の
有
無
を
検
証
の
上
、
差
異
が
存
在
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
解
消
に
向
け
現
行
日
本
基
準
を
見
直
す
対
応
を
ご
検

討
い
た
だ
き
た
い
。

21
継
続
企
業
の
前
提
が
成
立
し
て
い
な
い
状
況
で
適
用
す
る
会
計
基
準

の
開
発
に
つ
い
て
（
◎
）

監
査
人

（
第
17
回
、

平
成
25
年

3月
11
日
）

　
同
上
。

　
審
議
継
続
中
で
あ
る
。

─
（
提
案
理
由
）

　
監
査
基
準
第
四
　
六
　
4
で
は
、「
継
続
企
業
を
前
提
と
し
て

財
務
諸
表
を
作
成
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
場
合
に
は
、
継
続
企

業
を
前
提
と
し
た
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
不
適
正
で
あ
る
旨
の
意
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

見
を
表
明
し
、
そ
の
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

し
て
い
る
。
日
本
で
は
、
継
続
企
業
を
前
提
と
し
な
い
会
計
基
準

は
存
在
し
な
い
た
め
、
継
続
企
業
の
前
提
が
成
立
し
て
い
な
い
場

合
に
作
成
す
る
財
務
諸
表
は
、
結
果
的
に
継
続
企
業
を
前
提
と
し

て
い
る
会
計
基
準
に
よ
っ
て
作
成
す
る
以
外
に
方
法
が
な
く
、
監

査
意
見
は
不
適
正
意
見
の
表
明
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
現
行
制
度
上
の
こ
の
よ
う
な
状
況
は
速
や
か
に
改
善
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
継
続
企
業
を
前
提
と
し
な
い
会
計

基
準
を
作
成
し
、
会
計
制
度
及
び
監
査
制
度
が
適
切
に
運
用
で
き

る
環
境
整
備
が
必
要
と
考
え
る
。
こ
の
た
め
、
継
続
企
業
の
前
提

が
成
立
し
て
い
な
い
企
業
が
作
成
す
る
財
務
諸
表
に
関
し
て
、
考

え
方
を
明
ら
か
に
し
、
会
計
基
準
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

22
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」
に
係
る
条
件
付
取
得
対
価
の
取

扱
い
に
つ
い
て
（
☆
）

監
査
人

（
第
18
回
、

平
成
25
年

7月
16
日
）

　
判
断
の
結
果
に
よ
り
利

益
に
重
要
な
影
響
を
与
え

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
優
先
度
合

は
低
い
も
の
の
、
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ
と
す
る
の

が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

　
優
先
度
は
低
い
も
の

の
、
A
SB

J
の
新
規
テ
ー

マ
と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
19
回
、
平
成
25
年

11
月
20
日
）

　
今
後
、
審
議
を
行
う
予

定
と
さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
現
行
の
結
合
分
離
適
用
指
針
第
47
項
⑴
な
お
書
き
で
は
、「
な

お
、
条
件
付
取
得
対
価
は
、
企
業
結
合
日
後
に
追
加
的
に
交
付
又

は
引
渡
さ
れ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
取
得
時
に
支
払
っ
た
対
価
の
一
部
が
返
還
さ
れ
る

場
合
（
マ
イ
ナ
ス
の
支
払
い
又
は
交
付
）
も
こ
の
条
件
付
対
価
の

会
計
処
理
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
の
解
釈
を
明
確
化
す
る
必
要

が
あ
る
。

23
後
発
事
象
（
◎
）

利
用
者

（
第
18
回
、

平
成
25
年

7月
16
日
）

会
計
基
準
レ
ベ
ル
の
テ
ー

マ
で
あ
る
た
め
該
当
な

し
。

　
A
SB

J
で
審
議
中
の

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
、

A
SB

J
か
ら
審
議
状
況
の

報
告
を
受
け
る
こ
と
と
し

た
。（
第
18
回
、
平
成

25
年
7
月
16
日
・
第
19

回
、
平
成
25
年
11
月

20
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　「
後
発
事
象
に
関
す
る
監
査
上
の
取
扱
い
」（
監
査
・
保
証
実
務

委
員
会
報
告
第
76
号
）
で
は
、
開
示
後
発
事
象
の
例
示
「
4．
子

会
社
等
に
関
す
る
事
象
」
の
「
④
株
式
取
得
に
よ
る
会
社
等
の
重

要
な
買
収
」
で
目
的
、
株
式
数
、
取
得
価
額
等
の
詳
細
な
記
載
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、「
持
分
法
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
企

業
会
計
基
準
第
16
号
）
第
17
項
で
は
、
持
分
法
適
用
会
社
の
範

囲
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
旨
及
び
理
由
の
記
載
が
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
持
分
法
を
適
用
す
る
関
連
会
社

を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
取
得
時
期
が
そ
の
前
の
期
の
後
発
事
象

期
間
内
の
時
は
、
後
発
事
象
と
し
て
買
収
に
関
す
る
詳
細
な
情
報

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
後
発
事
象
期
間
後
に
取

得
し
た
時
は
取
得
の
旨
及
び
理
由
の
記
載
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

取
得
し
た
時
期
如
何
で
結
果
的
に
そ
の
会
社
に
つ
い
て
公
表
さ
れ

る
内
容
が
異
な
る
と
い
う
不
整
合
が
生
じ
て
い
る
。

24
完
全
親
会
社
が
完
全
子
会
社
に
無
対
価
会
社
分
割
で
事
業
を
移
転
す

る
場
合
の
会
計
処
理
（
◎
）

監
査
人

（
第
18
回
、

平
成
25
年

7月
16
日
）

　
現
状
の
会
計
処
理
は
、

吸
収
分
割
に
お
け
る
会
社

法
上
の
取
扱
い
と
整
合
的

に
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
仮
に
テ
ー
マ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
場
合
、
結

論
を
得
る
こ
と
は
容
易
で

は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
21
回
、
平
成
26
年

7
月
10
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
完
全
親
会
社
が
完
全
子
会
社
に
無
対
価
会
社
分
割
で
事
業
を
移

転
す
る
場
合
の
完
全
親
会
社
の
会
計
処
理
（
企
業
結
合
会
計
基
準

及
び
事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す
る
適
用
指
針
第
20
3 ─
2
項
⑵

①
）
に
つ
い
て
、
完
全
親
会
社
か
ら
完
全
子
会
社
へ
会
社
分
割
で

事
業
を
移
転
す
る
場
合
と
、
対
価
と
し
て
完
全
子
会
社
株
式
が
完

全
親
会
社
に
交
付
さ
れ
る
際
に
無
対
価
で
あ
る
場
合
を
比
較
す
る

と
、
経
済
実
態
に
何
ら
影
響
が
な
い
た
め
、
完
全
親
会
社
は
そ
の

株
主
資
本
を
変
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
完
全
子
会
社
株
式
を
追

加
取
得
す
る
会
計
処
理
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

25
リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
先
端
設
備
等
投
資
支
援
ス
キ
ー
ム
に
係
る

会
計
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
☆
）

経
済
産
業

省 （
第
19
回
、

平
成
25
年

11
月
20

日
）

　
右
欄
参
照
。

　
緊
急
性
が
高
い
こ
と
、

会
計
基
準
に
関
す
る
大
き

な
改
訂
で
は
な
い
こ
と
を

踏
ま
え
、
実
務
対
応
専
門

委
員
会
の
評
価
を
経
ず

に
、
A
SB

J
の
新
規
テ
ー

マ
と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
19
回
、
平
成
25
年

11
月
20
日
）

　
実
務
対
応
報
告
第
31

号
「
リ
ー
ス
手
法
を
活
用

し
た
先
端
設
備
等
投
資
支

援
ス
キ
ー
ム
に
お
け
る
借

手
の
会
計
処
理
等
に
関
す

る
実
務
上
の
取
扱
い
」
を

平
成
26
年
6
月
30
日
に

公
表
し
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
現
在
、
国
の
成
長
戦
略
（
日
本
再
興
戦
略
、
平
成
25
年
6
月

14
日
閣
議
決
定
）
の
一
環
と
し
て
企
業
の
設
備
投
資
、
特
に
リ

ス
ク
の
高
い
先
端
設
備
等
へ
の
投
資
を
促
す
た
め
、
経
済
産
業
省

に
お
い
て
、
リ
ー
ス
手
法
を
活
用
し
た
先
端
設
備
等
投
資
促
進
ス

キ
ー
ム
（
以
下
、「
本
ス
キ
ー
ム
」
と
い
う
。）
を
創
設
す
べ
く
検

討
を
行
っ
て
い
る
。

　
本
ス
キ
ー
ム
の
制
度
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
リ
ー
ス
物
件
の
借

手
（
以
下
「
設
備
導
入
者
」
と
い
う
。）
に
対
し
、
対
象
リ
ー
ス

取
引
の
会
計
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
措

置
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
と
認
識
し
て
お
り
、
現
行
の
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

リ
ー
ス
会
計
基
準
の
規
定
に
あ
て
は
め
た
場
合
の
設
備
導
入
者
に

お
け
る
本
ス
キ
ー
ム
の
会
計
上
の
取
扱
い
、
考
え
方
に
つ
い
て
広

く
一
般
に
示
し
て
い
た
だ
き
た
く
、
本
テ
ー
マ
を
提
案
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
。

26
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
ヘ
ッ
ジ
会
計
関
連
規
定
に
つ
い
て

（
☆
）

経
済
産
業

省
、
農
林

水
産
省

（
第
19
回
、

平
成
25
年

11
月
20

日
）

　
提
案
者
か
ら
の
提
案
の

う
ち
、
回
帰
分
析
等
は
、

検
討
に
値
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
、

A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ
と

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
専
門
性
の

高
い
検
討
が
必
要
と
な
る

可
能
性
が
あ
り
、
開
発
に

は
困
難
さ
も
予
想
さ
れ
る

こ
と
を
付
言
す
る
。

　
A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ

と
す
る
提
言
を
行
う
。

（
第
20
回
、
平
成
26
年

3
月
18
日
）

　「
回
帰
分
析
を
有
効
性

判
定
の
事
後
テ
ス
ト
と
し

て
認
め
る
か
否
か
」
に
つ

い
て
は
、
A
SB

J
の
親
委

員
会
に
お
け
る
審
議
を
3

回
、
金
融
商
品
専
門
委
員

会
に
お
け
る
審
議
を
3
回

行
っ
た
が
、
検
討
を
行
わ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　「
異
な
る
商
品
間
で
の

ヘ
ッ
ジ
取
引
」
及
び

「
ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー
を
伴

う
取
引
に
関
す
る
ヘ
ッ
ジ

会
計
の
適
格
性
」
に
つ
い

て
は
、
日
本
公
認
会
計
士

協
会
よ
り
会
計
制
度
委
員

会
報
告
第
14
号
「
金
融

商
品
会
計
に
関
す
る
実
務

指
針
」
及
び
「
金
融
商
品

会
計
に
関
す
る
Q
＆
A
」

の
改
正
が
平
成
27
年
4

月
14
日
に
行
わ
れ
た
。

（
提
案
理
由
）

　
近
年
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
価
格
の
高
騰
及
び
乱
高
下
に
よ
っ

て
、
我
が
国
経
済
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
、
予
測
困
難
な
価
格
変
動
を
固
定
化
す
る
た
め
の
ヘ
ッ

ジ
取
引
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
企
業
が
エ
ネ
ル

ギ
ー
・
資
源
の
価
格
に
関
し
て
ヘ
ッ
ジ
取
引
を
行
う
に
際
し
て
、

ヘ
ッ
ジ
会
計
が
適
用
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
点
が
取
引
の
制

約
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
と
し
て
は
現
物
取
引
の
価

格
ヘ
ッ
ジ
を
行
う
目
的
で
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
会
計
上
ヘ
ッ
ジ
取
引
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
ず
損
益

計
上
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

　
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
実
務
運
用
に
つ
い
て
、
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
の
特
性
に
配
慮
し
た
対
応
を
行
う
こ
と
を
要
望
す
る
。

27
指
定
国
際
会
計
基
準
を
任
意
適
用
し
て
い
る
会
社
に
お
い
て
、
親
会

社
が
子
会
社
を
吸
収
合
併
す
る
際
に
子
会
社
か
ら
受
け
入
れ
る
資
産

及
び
負
債
の
適
正
な
帳
簿
価
額
の
考
え
方
（
☆
）

監
査
人

（
第
20
回

平
成
26
年

3月
18
日
）

　
解
釈
は
明
確
と
考
え
ら

れ
る
た
め
、
A
SB

J
の
新

規
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上

げ
る
必
要
性
は
乏
し
い
と

考
え
ら
れ
る
。

過
去
に
審
議
を
行
っ
た
が

提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
21
回
、
平
成
26
年

7
月
10
日
）

─
（
提
案
理
由
）

　
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
第
10
号
「
企
業
結
合
会
計
基
準
及

び
事
業
分
離
等
会
計
基
準
に
関
す
る
適
用
指
針
」
第
20
7
項
で

は
、
親
会
社
が
子
会
社
を
吸
収
合
併
す
る
場
合
に
、
親
会
社
の
個
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

別
財
務
諸
表
上
に
お
い
て
子
会
社
の
適
正
な
帳
簿
価
額
に
よ
り
資

産
及
び
負
債
を
受
け
入
れ
る
際
（
同
第
20
6
項
参
照
）、
当
該
子

会
社
の
資
産
及
び
負
債
が
親
会
社
の
作
成
す
る
連
結
財
務
諸
表
上

に
お
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
親
会
社
の
個
別
財
務
諸

表
上
も
、
連
結
財
務
諸
表
上
の
金
額
で
あ
る
修
正
後
の
帳
簿
価
額

（
の
れ
ん
を
含
む
。）
に
よ
り
計
上
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
（
企
業
会

計
基
準
第
21
号
「
企
業
結
合
に
関
す
る
会
計
基
準
」（
注
9）
）

が
、
親
会
社
が
指
定
国
際
会
計
基
準
を
任
意
適
用
し
て
い
る
場

合
、
指
定
国
際
会
計
基
準
に
お
け
る
連
結
上
の
帳
簿
価
額
を
個
別

財
務
諸
表
上
も
「
適
正
な
帳
簿
価
額
」
と
し
て
引
き
継
ぐ
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
又
は
日
本
基
準
で
の
合
理
的
な
帳
簿
価
額
を
算
定

す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
。

28
加
速
型
自
社
株
買
い
（
A
SR
：
A
cc
el
er
at
ed
 S
ha
re
 R
ep
ur
-

ch
as
e）
の
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
20
回

平
成
26
年

3月
18
日
）

　
現
時
点
で
は
我
が
国
に

お
い
て
取
引
が
実
行
さ
れ

た
事
例
は
な
く
、
仮
に
会

計
処
理
を
検
討
す
る
場
合

は
、
米
国
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
る
事
例
な
ど
を
前

提
に
検
討
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
会
社
法
な
ど
、
関

連
法
規
制
と
の
関
係
で
、

米
国
で
行
わ
れ
て
い
る
事

例
を
分
析
し
て
も
、
我
が

国
の
例
に
あ
て
は
ま
る
か

ど
う
か
不
明
で
あ
る
た

め
、
A
SB

J
の
新
規
テ
ー

マ
と
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
、
当

面
、
当
該
取
引
の
進
展
の

状
況
を
見
守
る
べ
き
と
考

え
ら
れ
る
。

　
本
件
に
関
す
る
会
計
基

準
を
開
発
す
る
ニ
ー
ズ
が

強
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
困

難
さ
を
認
識
し
た
上
で
、

A
SB

J
に
対
し
て
新
規

テ
ー
マ
提
言
を
行
う
。

（
第
22
回
、
平
成
26
年

11
月
19
日
）

　
実
務
対
応
専
門
委
員
会

で
審
議
が
行
わ
れ
て
い

る
。

（
提
案
理
由
）

　
米
国
会
計
基
準
で
は
、
定
め
の
あ
る
A
SR
取
引
（
加
速
型
自

社
株
買
い
）
に
つ
い
て
、
日
本
基
準
で
は
明
確
な
会
計
上
の
定
め

は
な
い
た
め
、
実
務
対
応
報
告
に
お
い
て
会
計
上
の
取
扱
い
を
明

確
化
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
自
己
株
式
の
取
得
と
そ
の
後
の
決
済
を
1
つ
の

取
引
と
と
ら
え
て
自
己
株
式
の
取
得
原
価
の
事
後
調
整
と
す
る
の

か
、
自
己
株
式
の
取
得
と
そ
の
後
の
決
済
を
別
個
の
取
引
（
2
つ

の
取
引
）
と
と
ら
え
て
決
済
時
の
損
益
又
は
自
己
株
処
分
差
額
と

し
て
処
理
す
る
の
か
明
確
化
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

29
総
合
型
厚
生
年
金
基
金
の
特
例
解
散
に
お
け
る
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
21
回
、

平
成
26
年

　
損
失
見
積
額
を
当
期
の

費
用
と
し
て
計
上
す
べ
き

か
否
か
は
一
律
に
指
針
と

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

─
（
提
案
理
由
）
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

　
平
成
25
年
6
月
の
厚
生
年
金
保
険
法
の
改
正
に
よ
っ
て
一
定

の
総
合
型
厚
生
年
金
基
金
に
関
す
る
特
例
解
散
制
度
の
見
直
し
が

行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
総
合
型
厚
生
年
金
基
金
の
「
自
主
解

散
」
の
事
例
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
金
に
関
し
て
は
、

基
本
的
に
い
わ
ゆ
る
「
代
行
割
れ
」
の
状
態
に
あ
り
、
最
低
責
任

準
備
金
に
対
す
る
積
立
不
足
額
を
各
事
業
主
が
負
担
す
る
こ
と
と

な
る
が
、
事
業
主
が
複
数
事
業
主
制
度
の
例
外
処
理
（
拠
出
時
費

用
処
理
）
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
、
こ
の
負
担
部
分
に
関
す
る

引
当
計
上
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
論
点
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
基
金

（
代
議
員
会
）
に
お
け
る
解
散
議
決
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
の
か
、

又
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
タ
イ
ミ
ン
グ
（
例
え
ば
、
基
金
（
代
議
員

会
）
に
お
け
る
解
散
方
針
の
議
決
の
時
点
な
ど
）
で
引
当
計
上
す

べ
き
か
明
確
化
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

7月
10
日
）
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
た

め
、
現
行
の
実
務
対
応
報

告
第
2
号
を
さ
ら
に
明
確

に
す
る
必
要
性
は
乏
し
い

と
考
え
ら
れ
、
A
SB

J
の

新
規
テ
ー
マ
と
し
て
取
り

上
げ
る
必
要
性
は
乏
し
い

と
考
え
ら
れ
る
。

（
第
22
回
、
平
成
26
年

11
月
19
日
）

30
厚
生
年
金
基
金
の
代
行
部
分
に
関
す
る
前
納
の
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
21
回
、

平
成
26
年

7月
10
日
）

　
厚
生
年
金
基
金
の
代
行

部
分
に
関
す
る
前
納
の
会

計
処
理
に
つ
い
て
、
本
件

の
論
点
の
対
象
と
な
る
の

は
、
74
基
金
と
限
定
的

で
あ
る
と
想
定
さ
れ
、
こ

の
前
納
が
平
成
26
年
4

月
か
ら
可
能
と
な
っ
た
制

度
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え

る
と
、
現
段
階
で
明
確
化

す
る
ニ
ー
ズ
は
低
い
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、

A
SB

J
の
新
規
テ
ー
マ
と

し
て
取
り
上
げ
る
必
要
性

は
乏
し
い
と
考
え
ら
れ

る
。

　
過
去
に
審
議
を
行
っ
た

が
提
言
に
至
ら
な
か
っ
た

テ
ー
マ
と
す
る
。

（
第
22
回
、
平
成
26
年

11
月
19
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
平
成
26
年
4
月
よ
り
、
厚
生
年
金
基
金
は
将
来
分
返
上
認
可

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
最
低
責
任
準
備
金
の
全
部
又
は
一
部
を

国
に
前
納
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。「
退
職
給
付
に
関

す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針
」
第
46
項
⑴
で
は
、
将
来
分
返
上

認
可
を
受
け
た
と
き
の
会
計
処
理
は
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
後
の
前
納
に
係
る
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
。
前
納
額
部
分
に
対
応
す
る
退
職
給
付
債
務
や
年
金
資
産
の
認

識
及
び
測
定
に
つ
い
て
、
そ
の
経
済
的
な
効
果
（
前
納
額
は
原
則

と
し
て
厚
生
年
金
基
金
に
返
還
さ
れ
な
い
も
の
の
、
一
方
で
、
前

納
額
に
係
る
前
納
日
か
ら
解
散
日
ま
で
の
利
息
相
当
額
の
国
へ
の

納
付
は
不
要
）
を
ど
の
よ
う
に
会
計
処
理
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
か

を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

31
権
利
確
定
条
件
付
き
で
従
業
員
等
に
有
償
で
発
行
さ
れ
る
新
株
予
約

権
の
企
業
に
お
け
る
会
計
処
理
（
☆
）

監
査
人

（
第
21
回
、

平
成
26
年

7月
10
日
）

　
基
準
開
発
は
容
易
で
は

な
い
可
能
性
が
あ
る
も
の

の
、
取
扱
い
を
明
確
に
す

べ
き
と
い
う
ニ
ー
ズ
は
高

い
と
考
え
ら
れ
る
点
を
踏

　
会
社
法
と
の
関
係
も
整

理
す
る
必
要
が
あ
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
基
準
開

発
は
容
易
で
は
な
い
可
能

性
が
あ
る
が
、
取
扱
い
を

　
今
後
、
審
議
を
行
う
予

定
と
さ
れ
て
い
る
。

（
提
案
理
由
）

　
従
業
員
及
び
役
員
（
以
下
「
従
業
員
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
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テ
ー
マ
（
会
計
基
準
レ
ベ
ル
：
◎
、
実
務
対
応
レ
ベ
ル
：
☆
）

提
案
者

（
開
催
回
）
実
務
対
応
専
門
委
員
会

の
評
価
　
　
　
　
　
　

基
準
諮
問
会
議
の
　

審
議
結
果
（
開
催
回
）

AS
BJ
に
お
け
る

審
議
状
況
　
　
　

て
、
勤
務
条
件
及
び
業
績
条
件
等
の
権
利
確
定
条
件
が
付
さ
れ
た

新
株
予
約
権
を
、
権
利
確
定
条
件
を
反
映
さ
せ
た
公
正
価
値
を
金

銭
で
従
業
員
等
が
払
い
込
み
、
有
償
で
発
行
す
る
事
例
が
最
近
見

ら
れ
る
。
当
該
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
会
計
上
の
論

点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
企
業
会
計
基
準
第
8
号
「
ス
ト
ッ

ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
会
計
基
準
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
論
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

①
 　
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
会
計
基
準
の
対
象
と
な
る
か
否
か

②
 　
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
会
計
基
準
の
対
象
と
な
る
場
合
の

具
体
的
な
会
計
処
理

ま
え
る
と
、
当
該
取
引
に

つ
い
て
、
A
SB

J
に
お
い

て
検
討
す
る
こ
と
が
適
切

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

明
確
に
す
べ
き
と
い
う

ニ
ー
ズ
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
点
を
踏
ま
え
、

A
SB

J
へ
新
規
テ
ー
マ
と

し
て
提
言
を
行
う
。

（
第
22
回
、
平
成
26
年

11
月
19
日
）

32
金
融
商
品
会
計
に
お
け
る
上
場
関
係
会
社
株
式
の
減
損
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
◎
）

作
成
者

（
第
21
回
、

平
成
26
年

7 月
10
日
）

　
会
計
基
準
レ
ベ
ル
の

テ
ー
マ
で
あ
る
た
め
該
当

な
し
。

　
回
復
可
能
性
の
判
定
に

つ
い
て
は
、
現
在
も
「
合

理
的
な
反
証
」
が
認
め
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
「
合
理

的
な
反
証
」
を
行
う
際
に

は
、
市
場
に
お
け
る
時
価

の
み
が
判
断
要
素
で
は
な

く
、
投
資
先
の
将
来
事
業

計
画
に
基
づ
く
本
源
的
価

値
等
も
判
断
要
素
の
1
つ

に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
た
め
、
会
計
基

準
及
び
実
務
指
針
を
改
め

て
見
直
す
必
要
は
な
い
と

考
え
ら
れ
、
過
去
に
審
議

を
行
っ
た
が
提
言
に
至
ら

な
か
っ
た
テ
ー
マ
と
す

る
。

（
第
23
回
、
平
成
27
年

3
月
18
日
）

─

（
提
案
理
由
）

　
上
場
株
式
の
減
損
に
お
け
る
回
復
可
能
性
の
検
討
に
際
し
て

は
、
市
場
株
価
に
よ
る
判
定
が
主
体
と
な
っ
て
い
る
が
、
個
別
財

務
諸
表
に
お
い
て
検
討
対
象
が
子
会
社
・
関
連
会
社
株
式
の
場
合

は
、
基
本
的
に
株
式
売
却
を
予
定
し
て
お
ら
ず
、
親
会
社
な
い
し

主
要
株
主
と
し
て
投
資
先
の
企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
検
討
を

主
導
な
い
し
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た

場
合
の
回
復
可
能
性
の
検
討
内
容
・
方
法
に
つ
い
て
、
連
結
財
務

諸
表
と
の
整
合
性
の
観
点
も
含
め
て
、
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
、
継
続
保
有
を
前
提
と
す
る
子
会
社
・
関
連
会
社
株
式

の
場
合
は
、
金
融
資
本
市
場
の
動
向
等
に
よ
り
短
期
的
に
変
動
が

大
き
く
な
る
こ
と
も
あ
る
市
場
株
価
よ
り
も
、
投
資
先
の
将
来
事

業
計
画
に
基
づ
く
本
源
的
価
値
等
の
方
が
回
復
可
能
性
の
判
断
に

お
い
て
質
的
に
重
要
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
連
結
財
務
諸
表
と
も

よ
り
整
合
的
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
て
は
、
実
務
指

針
の
記
載
に
こ
う
し
た
考
え
方
を
適
切
に
追
記
し
、
市
場
株
価
の

み
が
判
断
基
準
で
は
な
い
点
を
よ
り
明
確
に
し
た
方
が
実
務
に
資

す
る
も
の
と
考
え
る
。


